
 
 

 

 

 

 

令和７年４月から下記の内容で実施します。 

   ※今後、変更ありましたらホームページ等でお知らせします。 お問い合わせ 福島県総合療育センター 地域支援室 電話 024-951-0250（代表）          福島県総合療育センター所長  令和７年２月２７日 

 

日中一時支援（日帰り） 短期入所（宿泊） 
曜日 月～日曜日まで 

人工呼吸器を使用しているお子様は、日中一時支援の場合は平日のみ利用、短期入所の場合は平日の入所 

場所 １病棟または２病棟 

対象 原則、１８歳以下の肢体不自由のお子様 

入所時間 ９：００～ 

＊人工呼吸器を使用しているお子様は原則９：００～１１：００までに入所 

９：００～               ＊日曜・祝日は１４：００までに入所 

＊人工呼吸器を使用しているお子様は、原則９：００～１１：００までに入所 

退所時間         ～１８：００（１病棟）・～１９：００（２病棟）    ＊金曜・日曜・祝日は要相談 

予約 必ず前月１０日までにお申し込みください。 
受給者証に記載の支給量の範囲内でご希望の日時をお伝えください。 

 

注意事項 

＜ご利用について＞ 

・利用枠に限りがございますので、予約の際にお伝えいただいた日時でお受けできない場合もあります。予めご了承願います。 

・予約いただいた場合でも、お子様の体調不良や当センター内に流行性の疾病等が発生した場合等、医師の判断で利用をお断りさせていただく場合があります。 

・平日にご利用の際は、まず受付にて外来カルテを受け取り、リハ科外来にて診察を受けてからの利用となります。 

・土日祝日にご利用の際は、病棟前のインターフォンを押し、病棟にて診察を受けてからの利用となります。 

・喀痰吸引を要するお子様は、ご自宅の吸引器を持参願います。 

＜荷物搬入について＞ 

・荷物搬入のみの場合は、まず地域支援室へお越しください。 

・学校から先生の付き添いで入所する場合、おひさまから入所する場合等は、当日または前日に荷物の搬入をお願いいたします。 

当日 ９：００～利用開始まで     前日 ９：００～１６：００まで 

福島県総合療育センター  

最大６泊７日 


